
社会福祉法人佛子園 女性活躍推進行動計画 
公表日 令和 5 年 11 月 20 日 

 

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に関する実績 

①役員に占める女性の割合 

・１名／６名（１６.6％） 

②男女の賃金の差異 

区分 男女の賃金の差異 

（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

全労働者 86.4％ 

正職員 74.2％ 

パート・アルバイト 97.2％ 

・対象期間：令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

 ・正職員：出向者除く。 

 ・パート、アルバイト：パート、アルバイト、A 型就労者が該当。 

 ・賃金：通勤手当等を除く。 

 

「職業生活と家庭生活との両立」に資する雇用環境の整備に関する実績 

①男女の平均勤続勤務年数の差異 

 ・男性 － 9.2 年 

 ・女性 － 6.6 年 



社会福祉法人佛子園 行動計画・女性活躍推進行動計画 

 

 

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、女性職員が管理職として活躍できる雇用

環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１.  計画期間 令和２年 4 月 1 日～令和７年 3 月 31 日までの 5 年間 

 

 

２．内容 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和２年４月～ ・男性も育児休業を取得できることを周知するため、グループウエ

アや職員会を通じて情報を周知するとともに、管理職を対象とし

た研修会を実施する。 

                    ・育児介護休業取得から復帰、定着までの継続的な相談、支援体制      

           を再検討し、実施する。 

 

 

 

目標２：幹部職に占める女性職員の割合を４０％以上にする。 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和２年４月～ ・就職説明会、インターンシップ時に多様な働き方制度、キャリア 

           パス制度の情報提供を行う。 

          ・次世代育成プログラムである「トライアル制度」「トライアル Jr」 

           制度を継続実施することで女性職員の幹部職登用を促進する。 

 

 

 

以上 

 

目標１：計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 

     男性職員・・・計画期間中に複数名取得すること 
     女性職員・・・取得率を１００％にすること 


